
四日市市告示第１９３号  

 四日市市失語症会話パートナー派遣事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。  

平成２７年４月１５日  

四日市市長 田 中 俊 行  

 

四日市市失語症会話パートナー派遣事業実施要綱の一部を改正する要綱  

四日市市失語症会話パートナー派遣事業実施要綱（平成２５年四日市市告示第１

３９号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（失語症会話パートナーの登録等） 

第４条 市長は、原則として市内に住所

又は勤務地を有するもののうち、本市

が実施する失語症会話パートナー養成

カリキュラムに基づく養成講座を修了

しているものを失語症会話パートナー

として登録するものとする。 

 

 

２ （略） 

３ 市長は、前項の申出があったときは

第１項に定める条件を審査し、適合す

るものと認めたときは四日市市失語症

会話パートナー台帳（第２号様式。以

下「台帳」という。）に登録するととも

に、前項の申出を行った者に対し、四

日市市失語症会話パートナー登録証

（第３号様式）を交付するものとす

る。 

 

４  前項の規定による登録を受けた者

（失語症会話パートナーの登録等） 

第４条 市長は、次の各号に掲げる条件

を全て満たした者を失語症会話パート

ナーとして登録するものとする。 

(1) 市内に住所又は勤務地を有する

こと。 

(2) 本市が実施する失語症会話パー

トナー養成カリキュラムに基づく養

成講座を修了していること。 

２ （略） 

３ 市長は、前項の申出があったときは

第１項各号に定める条件を全て満たし

ているかどうかを審査し、満たしてい

るものと認めるときは四日市市失語症

会話パートナー台帳（第２号様式。以

下「台帳」という。）に登録するとと

もに、前項の申出を行った者に対し、

四日市市失語症会話パートナー登録証

（第３号様式）を交付するものとす

る。 

４  前項の規定による登録を受けた者



は、登録の内容に変更があったとき

は、四日市市失語症会話パートナー登

録事項変更届（第４号様式）にパート

ナー登録証を添えて、その旨を届け出

なければならない。 

５ （略） 

 

（派遣時間） 

第７条 （略） 

２  失語症会話パートナーの活動時間

は、原則として１人につき１日あた

り４時間以内とする。 

 

（報告） 

第１０条 失語症者の依頼により活動を

行った失語症会話パートナーは、活動

終了後速やかに四日市市失語症会話パ

ートナー活動日報（第６号様式）を市

長に提出しなければならない。 

２ 失語症会話パートナーは、活動した

日の属する月の翌月１０日までに四日

市市失語症会話パートナー活動報告書

（第７号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

（事業の委託） 

第１２条 市長は、この要綱に基づく失

語症会話パートナー派遣事業（第４条

第３項の規定による失語症会話パート

ナーの登録を除く。）の全部又は一部

を、適当と認める法人に委託すること

ができる。 

は、その登録の内容に変更があったと

きは、四日市市失語症会話パートナー

登録事項変更届（第４号様式）にパー

トナー登録証を添えて、その旨を届け

出なければならない。 

５ （略） 

 

（派遣時間） 

第７条 （略） 

２ 失語症会話パートナー１人の活動時

間は、４時間以内とする。 

 

 

（報告） 

第１０条 失語症者の依頼により活動を

行った失語症会話パートナーは、活動

終了後速やかに失語症会話パートナー

活動日報（第６号様式）を市長に提出

しなければならない。 

２ 失語症会話パートナーは、活動した

日の属する月の翌月１５日までに四日

市市失語症会話パートナー活動報告書

（第７号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

（事業の委託） 

第１２条 市長は、この要綱に基づく失

語症会話パートナー派遣事業（第５条

第３項の規定による失語症会話パート

ナーの登録を除く。）の全部又は一部

を、適当と認める法人に委託すること

ができる。 



  

 第５号様式から第７号様式までを次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

四日市市失語症会話パートナー派遣依頼書兼決定（却下）通知書 

四 日 市 市 長 

依頼年月日    年  月  日   

記 

四日市市失語症会話パートナーの派遣を次のとおり依頼します。 

住 所 四日市市 

依 頼者 

氏 名  FAX 等（          ） 

日   時     年    月    日 （    曜日） 

午前・午後   時   分 ～ 午前・午後   時   分頃まで 

場 所  
依 頼 の 

概 要 

用   件 会議（            ）・失語症者のために開催される催し物・

団体活動・障害者福祉センター事業・その他（            ） 

待ち合わせ時間・場所 〔時間〕    時    分  〔場所〕 

備      考  

※以下は記入しないでください。 

失語症者会話パートナー派遣 

                                年   月   日  

                            四 日 市 市 長       

 □次のとおり会話パートナーの派遣が決定しましたので通知します。 

   会話パートナー氏名      

□次のとおり派遣を却下しましたので通知します。 

  却下理由 

 



四日市市失語症会話パートナー活動日報 

活 動 時 間  時  分 ～  時  分 合 計 時間   分 

実 施 場 所  活動日   年  月  日 

依 頼 者  失語症者氏名  

用 件  

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

（気づいた点） 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

 上記のとおり会話パートナー活動を行ったので報告します。 

                             年   月   日  

 四 日 市 市 長 

四日市市失語症会話パートナー 

住所：                         

氏名：                            

 

第６号様式 



第７号様式                  四日市市失語症会話パートナー活動報告書     月分 

四 日 市 市 長                                                              四日市市失語症会話パートナー 

                                                              住所 

                                     氏名             

確 認 印 派 遣 日 依 頼 者 失 語 症 者 派 遣 場 所 業 務 時 間 

            時間       分  
  日

（  ） 

 

 

 

時    分  ～  時    分  

            時間       分  
  日

（  ） 

 

 

 

時    分  ～  時    分  

            時間       分  
  日

（  ） 

 

 

 

時    分  ～  時    分  

            時間       分  
  日

（  ） 

 

 

 

時    分  ～  時    分  

            時間       分 
 

  日

（  ） 

 

 

 

時    分  ～  時    分  

 

【総時間】   時間        分         

【計算式】   時間    ×       円＝         円 

 



附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

                        （健康福祉部障害福祉課）  

 

 


